
「人と自然が共生できる活力のある環境づくり計画」変更認定申請 新旧対照表 

 

(下線の部分は変更部分) 

新 旧 

５．目標を達成するために行う事業 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ 道整備交付金を活用する事業 

  （略） 

 ・市道：道路法に規定する市道に認定済み。 

     市道幹線 7 号線、市道幹線 51 号線、市道吉田幹線 1

号線：昭和 62年 3月 25日 

     市道荒川幹線 2 号線、市道荒川幹線 4 号線：昭和 62

年 3月 23日 

     市道大滝 127号線：昭和 62年 3月 31日 

  （略） 

 [整備量及び事業費] 

・市道 2.5 ㎞、林道 9.6 ㎞ 

・総事業費   2,947,500 千円（うち、交付金 1,454,525千円） 

 (内訳）市道  1,955,000 千円（うち、交付金 977,500千円） 

     林道   992,500 千円（うち、交付金 477,025千円） 

 

５．目標を達成するために行う事業 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ 道整備交付金を活用する事業 

  （略） 

 ・市道：道路法に規定する市道に認定済み。 

     市道幹線 7 号線、市道幹線 51 号線、市道吉田幹線 1

号線：昭和 62年 3月 25日 

     市道荒川幹線 2 号線、市道荒川幹線 4 号線：昭和 62

年 3月 23日 

      

  （略） 

 [整備量及び事業費] 

・市道 2.2 ㎞、林道 10.0 ㎞ 

・総事業費   2,677,600 千円（うち、交付金 1,319,575千円） 

 (内訳）市道  1,505,000 千円（うち、交付金 752,500千円） 

     林道  1,172,600 千円（うち、交付金 567,075千円） 

 

 

 


